
加古川市男女共同参画社会づくり懇話会設置要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、加古川市男女共同参画社会づくり懇話会（以下「懇話会」

という）の設置及び運営に関し必要な事項を定め、もって男女が性別にかかわ  

りなくその個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現

に寄与することを目的とする。  

（所掌事務） 

第２条 懇話会は、前条の目的を達成するため、次の事務を所掌することとす  

る。 

（１）加古川市男女共同参画行動計画に掲げた施策の推進について意見を述べ

る。 

（２）その他男女共同参画施策を推進するため必要な事項について意見を述べ

る。 

（組織） 

第３条 懇話会は、市長が委嘱した委員１２名以内をもって組織する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条  懇話会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選により

定める。 

２ 懇話会は、会長が会議を進行する。 

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

（関係者の出席） 

第６条  懇話会が必要と認めるときは、懇話会の会議に関係者の出席を求め、そ

の意見を聴くことができる。 

（報償費等） 

第７条 市は、懇話会の委員及び関係者が懇話会に出席した場合は、報償費及び

費用弁償として旅費を支給することができる。 

２ 報償費の額は、会長は日額１１，０００円、委員及び関係者は日額９，０００

円とする。 

（庶務） 

第８条 懇話会の庶務は、市民協働部市民活動推進課において処理する。 

（補則） 

第９条  この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長

が決定する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年１月１０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 



 この要綱は、平成２４年９月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年３月２５日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 


